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中学校の休日部活動の地域展開について 

１ 現状 

・ 令和７年９月より、地域クラブ

の認定制度を開始し、指導員謝

礼やスポーツ安全保険への加入

を市予算で行った。 

・ 国のガイドラインをもとに認定

基準を設定した。 

・ 教職員の兼職兼業申請は１名。 

 

２ 成果 

＜経済的に困窮する生徒の負担減＞ 

 →指導員の謝礼が出るため、クラブの月謝等が減額もしくは０円となり、負担減。 

＜生徒の安全面の確保と技能向上＞ 

→指導者講習会への参加を義務付けたため、指導に対する責任や責務について理解を深めることが

できた。 

＜生徒の新たな可能性の広がり＞ 

→別の中学校の生徒が同じクラブで活動したり、フット

サルなど、部活動にはないスポーツを選択したりするこ

とができるようになった。また、地域の大人とのつなが

りも広がった。 

 

３ 課題 

＜認定要件の再検討＞ ※当初 40クラブ程度の認定を想定 

 →ガイドラインのもとに認定要件を設定したが、「活動日・活動時間」「人数が満たない」など認定

要件に合致せず、申請しない（できない）クラブが複数あり、認定条件の変更を要望する声もある。 

＜認定クラブ以外の指導者の資質向上＞ 

→たくさん活動がしたい・活動時間が減るならしないなど、認定申請をしないクラブや指導員につ

いて、市として研修等を行わずに、活動を許可している体制。 

＜持続可能な活動を構築するための多様な資金の確保＞ 

→指導員謝礼の必要性（継続性）。市としていつまで出せるのか。（個人負担・企業協賛・寄付等） 

＜クラブ参加者の対象者の拡大＞ 

→小・中・高・大人を加え、スポーツ・芸術文化活動によるまちづくり。 

＜活動施設の確保＞ 

→活動団体が増加した場合の、活動場所の確保。 


